


（３）地域下水処理場使用料の改定について 

  地域下水処理場は、美里町下水道基本構想によれば将来的に公共下水道に

接続することとなる。現在、地域下水処理場使用料の水量区分は、ほかの使用

料と異なる水量区分としているが、ほかの使用料と同一の水量区分とするべ

きであると考える。 

次に、地域下水処理場は一般会計で運営される事業であるが、その使用料は、

ほかの使用料と比較し安価な料金設定としてきた。しかし、経営状況は、維持

管理費を使用料で賄えていない状況にあり、今後の見通しも変わりはない。そ

のため、使用料の改定については、維持管理費を使用料で賄うことを前提にし

た公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の改定を考慮した上で、

段階的に複数回改定するものとする。 

１回目の使用料の改定率については、現行の使用料と比較し概ね２０パー

セントの改定率を上限とした。その結果、使用料については、２０立米当たり

３，２１０円に改定することを答申する。この改定によって使用料は、令和３

年度決算と比較し概ね２５０万円の増額が見込まれる。 
２回目の使用料の改定率については、現行の使用料と比較し概ね４０パー

セントの改定率を上限とした。その結果、使用料については、２０立米当たり

３，７４０円に改定することを答申する。この改定によって使用料は、令和３

年度決算と比較し概ね５００万円の増額が見込まれる。 
 

２ 意見具申 

下水道事業は、下水道の使用者が支払う使用料と国が示す地方公営企業に関

する繰出金等に基づく一般会計から繰り入れられる収入で賄う必要がある。 

美里町の下水道事業は、平成２８年度に地方公営企業法を適用した会計方式

としたが、その後も引き続き一般会計から経営支援策として国が示す基準を超

えた繰出金等が繰り入れられている。更には、第２次美里町下水道事業経営戦略

の策定を機に、一般会計から更なる経営支援が行われている。そのため、一般会

計の財政運営は、今後より一層厳しいものとなることが見込まれている。 

本審議会は、こうした状況下において、下水道の使用者が負担すべき使用料に

ついて検討し、答申したものである。 

しかし、美里町の下水道使用料は、宮城県内で高い水準となっていることから、

一般会計の財政見通しの状況に応じ、使用料の改定による使用者負担について

できるだけの軽減策を講じられたい。具体的には、使用料の改定に際し改定率の

抑制や段階的な改定等、使用者の負担軽減策を模索するよう求める。 

 なお、長期的な視点に立てば、将来負担の軽減を図る必要があることから、費

用の抑制や建設計画の規模見直し、その財源となる地方債発行の抑制について



も十分に検討するべきである。 

 最後に、下水道使用料の見直しについては、消費税率の改定による金額の見直

しを除けば、平成２２年の改定から一度も行われていない。今後、使用料につい

ては、経営の健全化の観点から５年に一度を目安に定期的な見直しの検討を行

うべきである。 

 


